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はじめに（平成２７年の年頭にあたって） 

昨年は・・・ 

 本州四国連絡高速道路の全国共通料金導入 
 しまなみ海道の自転車通行料金無料化、国際サイクリング大会  等 

今年は・・・ 

 南海トラフ地震などの大規模災害への備えが必要不可欠 
 集中豪雨（水害・土砂災害）対策が課題 

・「命の道」となる四国８の字ネットワークの早期整備、ミッシングリンクの早期解消 
   （津島道路・内海～高知県境、今治小松自動車道、大洲・八幡浜自動車道） 

・緊急輸送道路の整備や耐震補強 
・津波対策、治水対策、土砂災害対策、木造住宅等の耐震化 

①防災・減災対策を柱として 

②この他にも重要な課題が山積 

・２年後のえひめ国体メイン会場となる総合運動公園、松山外環状道路の整備、 
 ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業の推進、海上輸送の拠点となる港湾の整備 
・老朽化するインフラの戦略的な維持管理・更新 

地域にとって必要な社会資本整備に鋭意取り組む 

愛媛県の現状  ～災害リスクの増大～ 

【震度分布】 

南海トラフ地震 

【愛媛県の被害想定 H25.12.26】 
  震度７           １３市町 
  津波浸水区域   11,995ha 
  人的被害      16,032人 
  建物被害      243,628棟 

※30年以内 

集中豪雨（水害・土砂災害） 

発生確率 70％程度 

凡例 

    震度７ 

    震度６強 
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平成26年７月８日の豪雨による 
土石流被害（松山市中島イキマサ川 ） 

年間土砂災害発生件数（Ｈ16～25の平均） 

愛媛県の土砂災害は全国平均の３倍 

（件数） 

約３倍 

松山市簡易水道施設 
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愛媛県の現状   ～厳しい財政状況～ 

近年は下げ止まり 
傾向にある 

719 
億円 

Ｈ26予算(当初+9月補正)は 
ピーク(H7)の約３割 

2,374 
億円 

予
算
額
（億
円
） 

年度 

土木部予算の推移（一般会計） 
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愛媛県の現状   ～人口減少～ 

愛媛県の人口推移 

人
口
（万
人
） 

年 

ピーク 
153万人 

107万人 

【人口問題総合戦略本部】 
愛媛県の人口問題への対策を総合的に推進するため 
平成26年12月15日に設置（本部長：知事） 

課題と施策の方向性（人口問題総合戦略本部資料） 

仕事 
人 

出会い 
子育て 

地域 

地域に働く場所をつくる・ 
人を呼び込む 

出会いの場を作る・安心して子
供を産み育てる 

元気な地域をつくる・いつまでも
地域で暮らせる 

 ①地域産業の振興（サイクリング等） 
 ②雇用の創出・マッチング（若者の県内定着等） 
 ③人材の育成・活用 

重点施策の例 

 ①出会いの場づくり 
 ②子育て支援 
 ③教育環境の充実 

 ①地域の活性化（社会基盤整備等） 
 ②地域を担う人・仕組みづくり（人材の呼び込み等） 
 ③地域環境の整備（インフラの戦略的な維持更新等） 

キーワード 目標 
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140万人 

平成２７年１２月 県の人口ビジョン・総合戦略の策定を目指す 

今後の取り組み方針 

切迫する南海トラフ地震や
頻発する集中豪雨による 

災害リスクの増大 

少子高齢化・人口減少による 

地域活力の衰退 

社会資本整備の遅れに伴う 

地域間格差の増大 

依然続くことが予想 
される 

厳しい財政状況 

高度経済成長期に整備した 

社会資本の老朽化 

本県の社会資本整備の 

目指すもの 

≪県民の安全・安心≫ 

≪地域間の交流・連携≫ 

≪地域の活性化≫  

本県が取り組むべき社会資本整備 

既存ストックの有効活用や 
ソフト対策による 

地域活性化対策 

県民の生命・財産を守る 

防災・減災対策 
社会インフラの戦略的な 

老朽化対策 

広域交通ネットワークの 
整備等による 

交流・連携の促進 
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防災・減災対策  ～海岸保全施設による津波対策～ 

L2津波による浸水 高台、津波避
難ビル、津波
避難タワー等 

Ｌ１津波の水位 

Ｌ2津波の水位 

海面 

 L2津波に対して避難するた
めの対策（ソフト対策） 

＜基本的考え方イメージ＞ 

 津波の規模を想定した対策 

 「逃げる」ことが重要 

堤防の嵩上げ 
粘り強い構造 

津波の規模 
 レベル１津波：比較的発生頻度の高い津波 ←『防災』 
 レベル２津波：最大クラスの津波 ←『減災』 

⇒ 海岸保全施設等の整備の目安とする 

 L1津波（設計津波の水位） 

 平成26年度末を目途に海岸保全基本計画を改定予定 

 津波被害の影響や背後地の重要度（人家連担等）を踏まえ、緊急度の高い箇所を
優先的に整備 

防災と減災の組み合わせ 

今後の取り組み 
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防災・減災対策  ～治水対策～ 

ハード対策 

○平成16、17、23、25年の台風、豪雨による洪水被害が頻発 
○低い河川整備率 44.9％（平成25年度末） 

   ハード・ソフト両面による対策が必要 

 豪雨対策 
    浸水被害多発河川や都市河川への重点化 

 地震・津波対策 
     堤防、水門・樋門等の地震・津波対策 

ソフト対策 

H26.7.8 (二)山狩川 
（松山市中島町） 

県管理河川 1,157河川 約3,072km（全国第６位） 河川延長が長く、急流河川が多い 
  ⇒堤防・護岸の被災や浸水被害が頻発  

被害状況 

河川監視カメラ 

 河川監視カメラ（H27～） 
     河川の状況を画像で提供 
     （主要１０河川） 

 より詳細な浸水想定区域図（H27～） 
     浸水解析の細密化等により、より 
     高い精度で洪水時の浸水区域・ 
     浸水深を設定し、住民の円滑かつ 
     迅速な避難を支援 
     （主要９河川） 

より詳細な浸水想定区域図の作成 
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防災・減災対策  ～土砂災害対策～ 

ハード対策 ソフト対策 

土砂災害危険箇所 15,190箇所（全国14位）  

H26年7月 ボウノヲク川砂防堰堤 
土石流を受け止め、被害なし 

〇ハードの整備率は、約30％（H25年度末）  
（保全人家5戸以上等の箇所） 

ハード・ソフト両面からの対策が必要 

〇本県の土砂災害警戒区域 
  （イエローゾーン）の指定率 14.9％ 
  （全国46位） 
      

  Ｈ26年8月広島市の土砂災害 
  
 件数 166件 
 死者 74名 家屋全壊174戸 

広島市安佐南区 

〇土砂災害防止法の改正 
 Ｈ26.11.19公布 

  基礎調査結果の公表義務化など 

人家が多い箇所や老人ホーム・病院等を 
保全する箇所を重点的・計画的に整備 基礎調査・区域指定の促進 

着実な施設整備 

イエロー
ゾーン 

レッド
ゾーン 

土石流発生前 土石流捕捉後 

松山市中島 
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防災・減災対策  ～道路の防災対策～ 
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○災害に強い道路網を確保するため、法面対策、橋梁耐震対策、トンネル保全対策に 
  ついて、以下の道路を優先して整備を進めている。 

○法面対策、橋梁耐震対策、トンネル保全対策が必要な箇所は県下で 
  約2,500箇所あり、H25末での進捗率は60％ 
○このうち緊急輸送道路の進捗率は83％ 、H30年代前半の完了を目標 

整備方針 

【落石・法面崩壊の事例】 平成26年８月 
（主）新居浜別子山線（新居浜市別子山） 

  ・緊急輸送道路： 災害時の緊急活動を支える道路 

  ・伊方原発避難道路： 伊方原子力発電所から半径３０ｋｍ圏域内の道路 

  ・津波避難道路： 津波浸水想定区域内の道路 

  ・孤立集落が発生する恐れのある道路 

  ・落石履歴のある道路（仮設防護柵設置箇所等） 

要対策箇所 進捗率 要対策箇所 進捗率
法面等 2,008 57% 606 80%
橋梁 414 70% 271 90%

トンネル 43 84% 23 87%
計 2,465 60% 900 83%

※進捗率はH25年度末時点

全体 うち緊急輸送道路
施設

防災・減災対策  ～災害に強いまちづくり～ 

災害に強いまちづくり計画 
の推進イメージ 

県地域防災計画 
  における都市計画施策 
   ・市街地整備 
   ・避難路としての街路 
   ・公園の防災拠点化 
           など 

都市計画区域 
  マスタープラン 
 地域防災計画と連携 
「災害に強いまちづくり計
画」を追加記載 

市町都市計画 
   マスタープラン 

市町地域防災計画 

チーム愛媛での連携・協働による 

南海トラフ巨大地震等の 
災害への備え 
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 防災・減災の観点を踏まえ、県内１４の 

  都市計画区域マスタープランを見直し 

  （H26～27） 

県と市町が協働して「災害に強いまちづくり」を推進 

災害に強いまちづくりのための取り組み 

①市街地建造物の燃えにくい構造への転換 
②避難、緊急支援物資の輸送施設整備 
③避難地としての公園の防災拠点化 
④密集市街地の解消 
    等の方針を追加 （Ｈ26.11地元説明会を実施） 

四国中央都市計画区域の例（県内初） 

 愛媛県地域防災計画の改定（H24）で 

   都市計画分野が追加された 

「災害に強いまちづくり」のため 

防災・減災対策  ～耐震強化岸壁～ 

耐震強化岸壁 

宇和島港 

八幡浜港 

松山港 

中島港 
今治港 

東予港 

新居浜港 

三崎港 

：市町管理港湾 

：県管理港湾 

 発生直後から緊急物資等の海上輸送のため、耐震性が高い耐震強化岸壁が必要 
 愛媛県地域防災計画で位置付けられている防災拠点となる港湾において、 
  耐震強化岸壁等を整備中（県管理５港湾、市町管理３港湾） 

 現行基準（H19）以前に整備した施設について、現行基準に基づく耐震性の確保が必要 

耐震強化岸壁の整備状況・今後の取組み 

12 

（※）：耐震強化岸壁の計画は２施設 



愛媛県の社会基盤の現状と今後の取り組
み 

2015年1月9日 

3 

高知

香川

徳島

三
島
川
之
江

土
居新

居
浜

い
よ
西
条

い
よ
小
松

川
内

松
山

伊
予

内子五十崎
大洲

大洲北只

西予宇和

三間

宇和島北

津島高田

岩松

宇和島南

内海

津島南

東予丹原

今治湯ﾉ浦

今治

今治朝倉

今治北

大島南 大島北

伯方島

大三島

宿
毛 間

平
田

四
万
十

三崎港
八幡浜港

宇和島港

松山港

松山空港

今治港

三島川之江港
新居浜港

東予港

伊方原子力

発電所

交流・連携の促進  ～四国８の字ネットワーク
～ 

ミッシングリンク 

ミッシングリンク 

ミッシングリンク 

ミッシングリンク 

ミッシングリンク 

  

半径30km

半径10km

 

 

 

(仮称)中山スマートＩＣ 

H26.8.8連結許可 
事業開始 

津島岩松 

中国地方との連携 九州地方との連携 

津波災害に強い道路 

九州地方 
関西への 
最速ルート 

中国地方 

愛媛県が抱える 

３つのミッシングリンクの 

早期解消 13 

地域活性化対策  ～愛媛マルゴト自転車道～ 
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県道松山北条線（松山市道後・持田） 

既存施設の有効活用 

ブルーライン 

日本語 簡体字・ 繁体字 韓国語 英語 

路面ピクト 注意喚起看板 

案内板 

路面ピクト（方向・矢印） 

【整備計画】 概ね５箇年 
平成25年度 ○ しまなみ海道サイクリングコース 
        ○瀬戸内沿岸２コース 
          ・今治から松山（道後）間 
          ・伊予市から三崎港 
平成26年度 全20市町エリアで整備着手 
       主要な交差点及び５㎞間隔にブルーラインを設置   
平成29年度迄に全26のコース整備を完成予定  

多言語表記 

 既存道路へブルーラインや路面ピクト、注意喚起看板、多言語表記の案内板等を整備 
   全26コース 
    ▼中上級11コース 62km～118㎞ 
    ▼ファミリー15コース  

地域活性化対策  ～愛媛マルゴト自転車道～ 

海外にも魅力を発信 

 世界７大サイクリングコースに選定 （米CNN旅行サイト） 

 “姉妹自転車道協定の締結” （H26.10.25） 
  世界屈指の瀬戸内しまなみ海道と 
  台湾・日月潭のサイクリングコース 

◇協定締結者 本県が提案し、橋渡し役として仲立ち 

 『瀬戸内しまなみ海道振興協議会』 

 『台湾サイクリスト協会』 

【村上三島記念館 （今治市上浦町）】 

 

 

 姉妹自転車道協定 調印式  

     「サイクリストの聖地」記念碑  
   サイクリングしまなみ大会の状況  Ｈ26.10.26 

【道の駅 多々羅しまなみ公園 （今治市上浦町）】 

『愛媛マルゴト自転車道』参加型サイクリングサイトの開設（H26.4～） 

国内外からの観光客増加 
地域間交流の促進 

盛り上がるしまなみ海道 

https://ehime-cycling.jp/ 

地図 

15 サイクリストの聖地「しまなみ海道」から、更に県下全域の「サイクリングパラダイス」へ発展 

動画 

高低図 

社会資本の老朽化対策～愛媛県における社会資本整備の経過～ 
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公園施設 
（累積）公園施設 
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橋梁 （累積）橋梁 
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トンネル 
（累積）トンネル 

 道路橋は1960年代から急速に整備 

 トンネルや公園施設は、1970年代から急速に整備 

トンネル（延長ｍ） 公園施設（施設数） 道路橋（橋梁数） 

今後、 

加速度的に老朽化施設が増加 

1970年代から 
急速に整備 

1970年代から 
急速に整備 

1960年代から 
急速に整備 
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道路橋 
（2,734橋） 

トンネル 
（169ﾄﾝﾈﾙ） 

河川管理施設 
（主要な58施設） 

港湾岸壁 
（主要な319施設） 

26% 
42% 64% 

10% 20% 
46% 

5% 19% 

53% 

12% 
40% 65% 

平成２６年 

10年後 
更に 
10年後 

平成３６年 平成４６年 

社会資本の老朽化対策～建設後５０年を経過する施設の増加～ 

２０年後には、県が管理する施設の半分以上が建設後５０年を経過 17 

赤字： 建設後５０年以上経過 

社会資本の老朽化対策  ～県管理施設の点検結果～ 

修繕が必要 
3% 

〔橋梁〕 〔港湾施設〕 〔県営住宅（外壁）〕 

82%の施設の
修繕が必要 

速やかに 
修繕が必要 

35% 

当面は 
修繕不要 
1% 

予防的な 
修繕が必要 

44% 

異常なし 
17% 

〔河川管理施設〕 
（水門・樋門） 
点検：653施設 点検：1,044箇所 点検：2,734橋 

点検：176棟 

9% 

52% 

9% 12% 

35% 

12% 

19% 

32% 
47% 

30% 20% 

17% 

39%の施設の
修繕が必要 

63%の施設の
修繕が必要 

63%の施設の
修繕が必要 

橋梁（床板） 樋門 県営住宅 防波堤 

18 

4% 

2% 
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社会資本の老朽化対策  ～公共施設等総合管理計画の策定～ 

インフラ長寿命化計画（体系） 

愛媛県は、平成28年度までに公共施設等総合管理計画を策定予定 

公共施設等総合管理計画 

個別施設の長寿命化計画 個別施設の長寿命化計画 

インフラ長寿命化基本計画 
（関係省庁連絡会議） 

インフラ長寿命化計画 
（行動計画） 

公共施設等総合管理計画 
（行動計画） 

道路 河川 学校 道路 河川 学校 

（国） （自治体） 

※各省庁毎に策定 

公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針（ H26.4.22総務省） 

第一 総合管理計画に記載すべき事項 
   一 公共施設等の現況および将来の見通し 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  二 公共移設等の総合的かつ計画的な管理に関する 
     基本的な方針 
 
 
 
 
 
 
 

 
  三 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 
第二 総合管理計画策定にあたっての留意事項 
第三 その他 

（１）老朽化の状況や利用状況をはじめとした公共 
   施設等の状況 
（２）総人口や年代別人口についての今後の見通し 
   （３０年程度が望ましい） 
（３）公共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る 
   中長期的な経費の見込みやこれらの経費に 
   充当可能な財源の見込み等 

（１）計画期間※少なくとも１０年以上の計画期間とす
る。 
（２）全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 
（３）現状や課題に関する基本認識 
（４）公共施設等の管理に関する基本的な考え方 
（５）フォローアップの実施方針 

社会資本の老朽化対策  ～長寿命化計画の策定～ 

長寿命化計画の策定済み（策定中）施設 

■トンネルや門型標識、砂防設備等の施設についても、国の要領・マニュアルを踏まえて、 
  順次策定する予定 20 

施設数 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

道
路

橋梁 2,734橋

6ダム

河川
　653基

海岸：
　　819基

係留施設 岸壁、桟橋など
458施設
（40,375

ｍ）

荷さばき施設 クレーン設備 9基

1公園
(36施設)

3公園
(329施設)

3公園
(56施設)

建
築 県営住宅

49団地
(5043戸)

公
園

動物園獣舎

一般施設、建築物、
土木構造物など

遊具

施　　　設　　　名

河
川

ダム

水門・樋門・排水機場・陸閘・堰

港
湾
・
海
岸

水門・樋門・排水機場・陸閘・堰

長寿命化計画細目作成

長寿命化計画策定

点検、修繕、更新、計画見直し

長寿命化（基本）計画策定

大規模13施設長寿命化計画策定

社会資本の老朽化対策 ～各施設の点検～ 

21 

※１：横断歩道橋・門型標識・シェッド等 
※２：消防法等による法定点検は当該法令による 

頻度種類

平成

頻度種類

平成

橋梁 5年に1回(近接目視)

トンネル 5年に1回(近接目視)

大型の構造物　※1 5年に1回(近接目視)

のり面、擁壁、盛土 再検討中

道路付属物 再検討中

舗装 再検討中

水門・樋門・排水機
場・陸閘・堰

1年に1回以上

ダム

1年に1回以上
【項目に応じ毎日～年1回】
【3年に1回】（定期検査）
【30年に1回】（総合点検）

堤防・護岸 1年に1回以上（堤防）

水域施設、外郭施
設、係留施設

【3～5年に1回】

臨港道路 【3～5年に1回】

荷さばき施設「クレー
ン設備」

【5年に1回】

港
湾

道
路

河
川

水門・樋門・陸こう 【5年に1回】
堤防・護岸・胸壁 【5年に1回】
砂防（重要施設） 【3年に1回】
砂防（一般施設） 【6年に1回】

地すべり（重要施設） 【3年に1回】
地すべり（一般施設） 【6年に1回】
急傾斜（重要施設） 【3年に1回】
急傾斜（一般施設） 【6年に1回】

遊具 【1年に1回】
獣舎 【3年に1回】

建
築

県営住宅
部位により
1～3年に1回

海
岸

砂
防

公
園

一般施設、建築物、
土木構造物など ※2

【5年に1回】

社会資本の老朽化対策 ～道路分野における取組み例～ 

0

5

10

15

20

職
員
の
専
門
性

が
不
足 

点
検
マ
ニ
ュ
ア

ル
が
不
十
分 

人
員
不
足 

図
面
等
の
資
料

が
整
っ
て
い
な
い 

40% 

70% 70% 
95% 

10% 

≪県内２０市町への課題アンケート結果≫ 

予
算
不
足 

そ
の
他 

道路法施行規則：点検は、近接目視により、 
五年に一回の頻度で実施 

市
町
数
（市
町
） 

 点検義務化に対する市町の課題 

点検業務の市町分を含めた一括発注 
    H26 ： ４町（橋梁） 
    H27 ： 10市町（橋梁・トンネル）（予定） 

 （国、県、市町、NEXCOが連携） 

   第1回：H26.6   愛媛県道路メンテナンス会議 
              の設立 
   第2回：H26. 9   定期点検の優先順位、 
              県による一括発注 
   第3回：H26.12  各道路施設の点検計画 

予算と人員の不足 

 愛媛県内の道路橋（H26.4.1現在） 
 

    総数：約１万３千橋 うち、県管理：約２千７百橋 
                   市町管理：約９千橋 

95% 

今後、メンテナンスサイクルの取り組みを進めるため、ＩＣＴの活用、 
新技術の導入等にも積極的に取り組んでいく 

 道路施設老朽化対策担当者会議（県、市町） 

 県・市町連携推進本部会議（県、市町） 

 愛媛県橋梁定期点検マニュアルの改訂 

 同マニュアル説明会（県、市町） 

愛媛県道路メンテナンス会議 

一括発注 

会議・点検マニュアル （Ｈ２６） 
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社会資本の老朽化対策 ～安全性の確保とトータルコスト縮減～ 

老朽化した橋梁の崩落 
老朽化した堰の決壊 
予見可能な災害の見過ごし 

管理瑕疵〔人災〕が問われる可能性もある 

・安全性を確保できない施設は、廃止や利用制限が必要⇒住民生活への影響 
・施設の老朽化による事故の発生               ⇒損害賠償請求や刑事訴訟 

【橋梁の通行規制数の推移】 
 全国の地方公共団体が管理する橋梁では、老朽化の
進行等により、通行規制を実施している橋梁数が、 
最近５年間で２倍以上に増加 
（Ｈ20：977橋 → Ｈ25：2,104橋） 

『笹子トンネル事故』 
山梨県警が捜査。遺族は、「老朽化対策を怠った」 
として中日本高速などに計約８億９千万円の損害賠償
を求め提訴 
（参考）産経ニュース（ 2013.12.2） 

老朽化を放置すれば、事故は、いつ起こってもおかしくない 

23 

事故 
発生 

施設の安全性の確保 

トータルコストの縮減・平準化 

 愛媛県橋梁長寿化修繕計画（２，７００橋） 

    「事後保全型」管理の場合  1,758億円 
 ⇒ 「予防保全型」管理の場合    281億円 ８４％縮減（今後５０年間の総費用） 

0
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2,000
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5,000

H17 H20 H23 H26
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60,000

80,000
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H12 H17 H22

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

H1 H6 H11 H16 H21 H26

愛媛県の社会資本を支える担い手の確保・育成 

建設許可業者数と建設業就業者数 建設業就業者数 

建設機械保有数 愛媛県土木職員 

Ｈ11 7,402社 

Ｈ12 

7万9,970人 

24 

Ｈ22 

5万5,500人 

H26 

1,645台 

H16：492人 H26：362人 

２万 

４万 

６万 

８万 

２千 

４千 

６千 

８千 
建
設
許
可
業
者
数
（社
） 

40歳以上 

59% 73% 

30歳未満 
1万5,740人 

Ｈ25 5,641社 

24％減 

31％減 

H元 

58%減少 
H17 

3,935台 

7万9,970人 

6万9,710人 

5万5,500人 

31％減 

6,530人 

59％減 
30歳未満 

40歳未満 

41% 
27% 

全職員 

26％減 

40歳未満の
職員 

51％減 建設機械：掘削系建設機械 

建
設
業
就
業
者
数
（人
） 

４万 

６万 

８万 

（人） 

２千 

４千 

（台） 

０ 

０ 

０ 



愛媛県の社会基盤の現状と今後の取り組
み 

2015年1月9日 

5 

愛媛県の社会資本を支える担い手の確保・育成 

総合評価の加点 

H27・28の格付けの加点 

社会保険等未加入対策 

25 

入札契約における主な対策 

 若手技術者（30歳未満）等の現場配置（A等級工事）（H26～） 
 掘削系建設機械の自社保有（H26～） 
 建設業BCPの認定（H24.4～A等級工事、H25.10～B等級工事） 
    （BCP認定業者数 A級157社、B級39社   Ｈ26.12.1現在） 

 若年者（30歳未満）、女性の雇用  〈新規〉 

 子育て支援の実施  〈加点の拡大〉 

 技能労働者の保有する資格  〈新規〉 

 建設業許可・更新及び経営事項審査手続きにおける保険加入状況確認（24年11月～） 

 個別入札案件からの未加入業者の排除（H27.1～） 

 平成27・28年度格付けからの未加入業者の排除（Ｈ27.4～） 

 未加入業者との１次下請け契約を締結した場合の元請へのペナルティ（Ｈ27.4～） 

 適正な利潤確保のための予定価格の設定 
     （例： 最新の取引価格や施工実態等を反映した積算の実施） 

 発注や施工時期の平準化 
     （例： 国・県・市町と連携した工事発注計画の公表、地域の実情を考慮した円滑な事業執行の徹底） 

 受注者との情報共有や協議の迅速化 
     （例： 三者会議の拡大、ワンデーレスポンスの徹底、設計変更ガイドライン等の策定） 

 調査・設計業務の品質確保  （例： 業務成績評定） 

愛媛県の社会資本を支える担い手の確保・育成 

建設業若年者入職促進・人材育成事業 

公共工事の品質確保に向けた今後の取り組み 

26 

地域の技術者（行政・民間）を対象とした講習・研修の充実 

（一社）愛媛県建設業協会が、会員企業と連携し、業界未経験の若年者を有期雇用し
て、OJT（企業実習）とOFF-JT（集合訓練）を組み合わせた実践的な研修を実施   
  （実施期間Ｈ26・27 平成26年度雇用実績12人 総事業費 約５千万円） 

 ＯＪＴ（企業実習） 建設現場での技術研修、座学による工事施工管理研修などを会員企業で働きながら受ける 

 ＯＦＦ－ＪＴ（集合訓練） 車両系建設機械、玉掛け・小型クレーン運転に係る技能講習の受講 

 社会基盤メンテナンスエキスパート（ME）養成講座（行政・民間） 

 合同技術研修（各建設部・土木事務所毎に開催、行政・民間） 

 国や県が開催する技術研修への県・市町職員の積極的な参加 
 民間の技術研修への行政講師の派遣 
              （例： 土木施工管理技士会、測量設計業協会等主催の講習会） 

愛媛県における今後の社会資本整備・維持管理に向けて 

技術者の育成 
ＭＥ 技術力の向上 

 
社会基盤の整備・適確な維持管理 

 

地域の活性化 

地域間の交流・連携 

県民の安全・安心 

産 官 学 
27 

「愛媛のインフラは愛媛の技術者が守る」という決意を持ち、 

平成27年の新たなスタートを 


